
島根大学人間科学部規則 

（平成２９年島大人間科学部規則第１号） 

（ 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 制 定 ） 

 

（趣旨） 

第１条 島根大学人間科学部（以下「本学部」という。）の目的，組織，教育課程，

履修方法，課程修了の認定等については，国立大学法人島根大学管理学則（平

成１６年島大学則第１号）及び島根大学学則（平成１６年島大学則第２号。以下

「学則」という。）に定めるもののほか，この規則の定めるところによる。 

（教育上の目的） 

第２条 本学部は，地域社会で生活する人々の心と体についてその仕組みを共感的

かつ客観的に深く理解し，人々がその人らしく生きていけるよう支えることがで

きる地域実践力を身に付けた人材を育成することを目的とする。 

（学科） 

第３条 本学部に次の学科を置く。 

 人間科学科 

 （履修コース） 

第４条 本学部の人間科学科に，教育目標に応じて次の履修コース（以下「コース」

という。）を設ける。 

  心理学コース，福祉社会コース，身体活動・健康科学コース 

（単位制） 

第５条 本学部の教育課程の履修は，単位制とする。 

 （授業科目の意義及び分類） 

第６条 授業科目とは，教育課程における授業の科目をいう。 

２ 授業科目を内容により次の各号のように分ける。 

 一 全学共通教育科目 

  イ 基礎科目 

  ロ 教養育成科目 

 二 専門教育科目 

 （基礎科目） 

第７条 基礎科目は，次の履修区分毎に開設するものとし，各履修区分に属する授

業科目，単位数及び履修方法については，別に定める。 

  外国語 

  健康・スポーツ／文化・芸術 



  情報科学 

（教養育成科目） 

第８条 教養育成科目は，次の履修区分毎に開設するものとし，各履修区分に属す

る授業科目，単位数及び履修方法については，別に定める。 

  入門科目 

  発展科目 

  社会人力養成科目 

（専門教育科目） 

第９条 専門教育科目の授業科目，単位数及び履修方法については，別に定める。 

 （授業科目の区分に関する履修上の特例） 

第１０条 第６条に規定する授業科目の区分により開設する授業科目について，学

生の専攻との関連において教育上有益と認めるときは，当該授業科目の区分以外

の区分に係る授業科目として履修させることができる。 

 （単位の計算方法） 

第１１条 本学部において開設する授業科目の単位の計算方法は，次のとおりとす

る。 

 講義 １５時間の授業をもって１単位とする。 

 演習 １５時間又は３０時間の授業をもって１単位とする。 

 実験及び実習 ３０時間又は４５時間の授業をもって１単位とする。 

 （各科目の履修） 

第１２条 学生は，入学初年度より全学共通教育科目と並行して，専門教育科目を

履修することができる。 

２ 各科目の履修手続きについては，別に定める。 

 （履修科目の登録の上限） 

第１３条 学生が各学期に履修科目として登録できる単位数は特例を除き２４単位

を上限とする。なお，特例については別に定める。 

 （編入学者，再入学者及び転入学者の修業年限） 

第１４条 編入学，再入学又は転入学を許可された者の修業年限は，当該志願者の

合否を決定するときに，教授会の議を経て決定する。 

 （編入学者，再入学者及び転入学者の在学年限） 

第１５条 学則第１０条，１２条及び第１３条の規定により編入学等を許可された

者及び学則第１６条及び第１７条の規定により転学部等を許可された者の在学年

限の通算については，別に定める。 

 （他の大学又は短期大学における授業科目の履修及び認定） 



第１６条 学生が学則第３２条の規定により，他の大学又は短期大学の授業科目の

履修を希望するとき，又は学則第４４条の規定により外国の大学に留学を希望す

るときは，当該大学と協議が成立している場合に限り，当該大学の授業科目を履

修することができる。 

２ 他の大学又は短期大学（外国の大学を含む。）で修得した単位は，６０単位を限

度として教授会の議を経て，卒業要件の単位として認定することができる。 

３ 前２項の定めるもののほか，その取扱いについては，別に定める。 

 （課程修了の要件及び認定） 

第１７条 本学部の教育課程を修了するためには，別表に定めるコース別履修単位

数を修得しなければならない。 

２ 課程の修了は，所定の期間在学し，所定の単位を修得した者について，教授会

の議を経て学部長が認定する。 

 （特別聴講学生） 

第１８条 学則第６２条の規定により，他の大学又は外国の大学の学生が本学部の

授業科目の履修を希望するときは，学部長は教授会に諮り教育上有益と認め，か

つ当該大学との協議が成立したものについて，特別聴講学生として学長に許可の

申請をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか，その取扱いについては，別に定める。 

 （日本語科目及び日本事情に関する科目） 

第１９条 学則第６４条の規定により入学を許可された者に対し，日本語科目及び

日本事情に関する科目を置くこととし，授業科目，単位数及び履修方法について

は，別に定める。 

   日本語科目 日本語 

   日本事情に関する科目 日本事情 

 （外国人留学生等の履修の特例） 

第２０条 外国人留学生が，前条に定める科目を履修し，単位を修得したときは，

第１５条に定める課程修了の要件として修得すべき単位のうち，基礎科目の外国

語の単位は８単位を日本語科目についての単位で，教養育成科目の単位は８単位

までを日本事情に関する科目についての単位で代えることができる。 

２ 前項の規定は，外国人留学生以外の学生で，外国において相当の期間中等教育

（中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。）を受けたものの教育

に教授会が必要であると認めた場合に準用する。 

附 則 

 この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 



別　表
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備　考

２．（＊＊）を付した単位は，島根県立大学で開講される科目及び他学部による全学開放科目の単位を含めることができる。

３．放送大学で開講される科目の単位は，全学共通教育科目の選択科目の単位又は全学共通教育科目と専門教育科目にまたがる
　自由科目の単位として認定する。

１．(＊)を付した単位は，教養育成科目の入門科目又は発展科目の中から，人文社会科学分野４単位，自然科学分野４単位及び学
　際分野２単位を修得すること。
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